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杉並区議会会議規則の一部を改正する規則

杉並区議会会議規則（昭和３１年９月２５日議決）の一部を次のように改正する。

第１５条第１項中「及び動議」を削り、「は、議会の承認」を「及び議題となつ

た動議を撤回しようとするときは、議会の許可」に改め、同項に次のただし書を加

える。

ただし、議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。

第１５条第２項中「承認」を「許可」に改める。

第９５条中「より、」を「よる」に、「について」を「又は議員が法第９２条の

２の規定に該当するかどうかの」に改める。

第１０３条中「、被選挙権の有無」を「議員の被選挙権の有無又は議員が法第９

２条の２の規定に該当するかどうか」に、「議長は」を「議長は、」に改める。

別表第２情報公開推進委員会の項を削る。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第１５条、第９５条及び

第１０３条の改正規定は、公布の日から施行する。

（提案理由）

情報公開推進委員会を廃止する等の必要がある。
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杉並区議会会議規則の一部を改正する規則新旧対照表（抄）

新 規 則 旧 規 則

（事件及び動議の撤回等） （事件及び動議の撤回等）

第１５条 議題となつた事件 を 第１５条 議題となつた事件及び動議を

撤回し、又は訂正しようとするとき 撤回し、又は訂正しようとするとき

及び議題となつた動議を撤回しようと は、議会の承認

するときは、議会の許可を得なければ を得なければ

ならない。ただし、議題となる前にお ならない。

いては、議長の許可を得なければなら

ない。

２ 前項の許可を求めようとするとき ２ 前項の承認を求めようとするとき

は、提出者から請求しなければならな は、提出者から請求しなければならな

い。 い。

（資格決定要求書の提出） （資格決定要求書の提出）

第９５条 法第１２７条第１項の規定に 第９５条 法第１２７条第１項の規定に

よる 議員の被選挙権の有無又は議員 より、議員の被選挙権の有無について

が法第９２条の２の規定に該当するか

どうかの議会の決定を求めようとする 議会の決定を求めようとする

議員（以下「要求議員」という。） 議員（以下「要求議員」という。）

は、要求の理由を記載した要求書（正 は、要求の理由を記載した要求書（正

副２通）に署名捺印して、証拠書類と 副２通）に署名捺印して、証拠書類と

ともに議長に提出しなければならな ともに議長に提出しなければならな

い。 い。

（決定書の送付） （決定書の送付）

第１０３条 議会において議員の被選挙 第１０３条 議会において、被選挙権の

権の有無又は議員が法第９２条の２の 有無

規定に該当するかどうかを決定したと を決定したと

資 料
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きは、議長は、決定書の謄本を要求議 きは、議長は 決定書の謄本を要求議

員及び被要求議員に送付しなければな 員及び被要求議員に送付しなければな

らない。 らない。




